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都道府県医師会長殿

日本医師会長

唐　澤　祥　人

公害健康被害の補償等に関する法律施行規則の一部改正等について

　健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83号）の施行に伴い、

「公害健康被害の補償等に関する法律（以下「公健法」という。）施行規則

の一部を改正する省令（平成18年環境省令第29号）」及び「公害健康被害の補

償等に関する法律の規定による診療報酬の額の算定方法」の一部が改正され、

それぞれ平成18年10月1日から施行されました。これらの改正内容は下記の

とおりであります。公健法において療養病床に入院する者の入院中の食事の

提供に関しては、健康保険法等に規定する生活療養の対象者であっても健保

の食事療養の例により算定しますので、文言の変更のみで実質的に内容の変

更はなく従前どおりであります。　（生活療養ではなく食事療養）

　つきましては、今回の改正内容について貴会会員に周知くださるようお願

い申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　記

【公害健康被害の補償等に関する法律施行規則の一部改正】

1．健保法で平成18年10月1日より特定承認保険医療機関が廃止されたこと

に伴い、公害医療機関として環境省令で定めるものから特定承認保険医療

機関を削除した。　（特定承認保険医療機関⇒保険医療機関）

【公害健康被害の補償等に関する法律の規定による診療報酬の額の算定方法

の一部改正】

2．入院中の食事療養に係る診療報酬の額の算定は、入院時食事療養費に係

　る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関す

　る基準（平成18年厚生労働省告示第99号）別表食事療養及び生活療養の費用

額算定表の第一食事療養の例により算定した額にL2を乗じて行う。



【入院中の食事療養に係る診療報酬の額の算定】

3．公健法の認定患者が療養病床に入院する場合にあっては、70歳以上であ

るか否かにかかわらず、従前どおり、健保の食事療養の例により算定した

額に1．2を乗じた額を食事療養に係る診療報酬額とする。

　r参考：食事療養の例』　（生活療養ではなく食事療養）

　　入院時食事療養に係る食事療養及び入院時生活療養費

　　　　に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準

別表

第一

　1

　2

食事療養及び生活療養の費用額算定表

食事療養

入院時食事療養（1）

入院時食事療養（II）

640円（1食につき）

506円（1食につき）

【入院料の算定】

4．公健法の認定患者が療養病床に入院する場合の入院料の算定は、70歳以

上であるか否かにかかわらず、従前どおり、一般病棟入院基本料により算

定する。

【「公害医療機関の診療報酬の請求について」の一部改正】

5．公害診療報酬請求書及び公害診療報酬明細書に関する事項については、

上記の改正に伴い、記載要領の1の第2の2（14）食事欄の文言整理が行わ

　れた。

（添付資料）

1．官報（平18．9．29第4433号）

　　・公害健康被害の補償等に関する法律施行規則及び環境省関係石綿によ

　　　る健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令（環境

　　・省令第29号）

　　・公害健康被害の補償等に関する法律の規定による診療報酬の額の算定

　　　方法の一部を改正する告示（環境省告示第133号）

2．公害健康被害の補償等に関する法律施行規則の一部改正等について

　　（平18．9．29環保企発第060929001号環境省総合環境政策局環境保健部企

　　画課保健業務室長）



3．　r公害医療機関の診療報酬の請求について」の一部改正について

　　（平18．9．29環保企発第060929002号環境省総合環境政策局環境保健部企

　　画課保健業務室長）
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の

　
　
写
し
」
を
加
え
↓
同
項
第
二
号
中
「
船
荷
証
券
」
の
下
に

　
　
　
「
そ
の
他
船
舶
に
よ
る
当
該
自
動
車
の
運
送
の
契
約
に
関

　
　
す
る
書
類
」
を
加
え
る
。

　
　
　
　
　
ゆ
　
　
ヌ

　
　
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
た
だ
し
、
第
七
十
六
条
第
二
項
の
改
正
規
定
は
、
平
成
十

　
　
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
O
環
境
劣
令
第
二
十
八
号

　
　
　
障
宿
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三

　
　
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
振
動
規
制
法
（
昭
和

　
　
五
十
一
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定

　
　
に
基
づ
き
、
振
動
規
制
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

　
　
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
　
平
成
十
八
年
九
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
環
境
大
臣
　
若
林
，
正
俊

　
　
　
　
　
　
振
動
規
制
法
施
行
規
則
の
一
郎
を
改
正
す
る
肩
令

　
　
　
　
振
動
規
制
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
総
理
府
令
第

　
　
　
五
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
　
　
別
表
第
7
の
付
表
第
一
号
二
中
「
児
童
福
祉
法
（
昭
和

　
　
　
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
簾
七
条
」
を
「
児
壷
福

　
　
　
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
七
条
第

　
　
　
一
項
」
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
…
川
　
則

　
　
　
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
　
月
　
旧
か
ら
施
行
す
る
。

日曜金 6号3344第艮幸官
平成18年9！目29日

O
環
境
省
令
第
二
十
九
号

　
公
害
健
康
被
害
の
補
償
薙
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十

八
年
法
律
第
百
十
一
号
）
第
二
十
条
第
三
号
及
び
石
綿
に

よ
る
健
原
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法

律
第
四
号
）
鋸
十
一
条
め
規
定
に
鵬
づ
き
、
公
害
健
康
被

害
の
補
償
等
に
関
す
る
法
仲
施
行
競
則
及
び
環
境
翁
関
係

石
綿
に
よ
為
健
康
被
雀
の
救
済
に
関
す
る
法
伸
施
行
規
則

の
一
締
を
改
正
す
谷
宥
令
を
滋
び
よ
ン
に
矧
め
る
。
，

　
平
成
十
八
年
九
月
二
十
九
臥
、
』
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
環
鏡
大
臣
一
若
林
　
正
俊

　
　
　
公
害
健
康
被
害
の
補
償
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規

　
　
　
則
及
び
環
境
宥
関
係
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救

　
　
　
済
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

　
　
　
省
令

　
（
公
害
健
康
被
管
の
補
償
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

　
の
一
部
改
正
）
　
　
　
　
　
　
　
　
、

第
一
条
　
公
害
健
療
皺
寄
の
補
償
等
に
関
す
る
法
律
施
行

　
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
総
理
府
令
第
六
十
号
）
の
一
部

　
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
十
七
条
の
二
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一

　
号
と
し
、
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
を
第
三
号

　
と
す
る
。

　
（
環
境
省
関
係
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す

　
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
環
境
省
関
係
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に

　
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
環
境
省
令
第
三

　
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
げ

　
　
第
十
条
第
一
号
を
削
り
、
同
条
第
二
号
中
「
健
康
保

　
険
法
」
の
下
に
「
（
大
．
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
ご
を
加

　
え
、
回
帰
を
同
条
第
一
号
を
し
、
同
条
第
三
号
か
ら
第

　
五
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

九
　
特
定
府
殊
自
動
車
排
出
ガ
ス
の
規
制
等
に
関
す
る

　
　
法
律
（
平
成
十
七
伴
法
律
第
五
十
一
号
）
の
施
行
に

　
　
関
す
る
こ
と
（
廃
棄
物
処
理
業
に
係
る
も
の
に
限

　
　
る
。
）
p

　
第
五
条
第
一
項
中
第
二
十
号
を
第
二
十
一
号
と
し
、
第

十
号
か
ら
第
十
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
九

号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
十
　
特
定
特
殊
自
動
車
排
出
ガ
ス
の
規
制
等
に
関
す
る

　
　
法
律
に
基
づ
く
技
術
基
準
適
合
命
令
並
び
に
特
定
特

　
　
殊
自
動
車
の
使
用
脅
に
対
す
る
報
告
徴
収
及
び
立
入

　
　
検
査
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

111111

規

り
　
　
　
い

目
ハ
　
㎜

O
塒
填
省
令
第
三
十
号

　
礫
塊
翁
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
戸
一
、
号
）
及
び

部
境
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
六
号
）

を
実
施
す
る
た
め
、
環
境
省
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
平
成
十
八
年
九
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
環
境
大
臣
　
若
林
　
正
俊

　
　
　
環
境
畜
紬
織
規
則
の
［
部
を
改
正
す
る
省
令

　
環
境
省
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
環
境
省
令
第
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
二
象
第
二
項
第
三
号
中
〔
統
計
そ
の
他
の
情
報
」
を

「
情
報
（
統
計
を
除
ぐ
。
ご
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

O
環
境
省
令
第
三
十
一
丹

　
環
境
寄
設
催
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十

二
条
策
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
方
環
境
事
務
所
組
織

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
平
成
十
八
年
九
月
二
十
九
日
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
原
境
大
臣
　
若
林
　
正
俊

　
　
　
地
方
猟
境
事
務
所
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

　
　
　
省
令
、

　
地
方
煽
塊
事
務
所
組
搬
規
則
（
平
成
十
七
年
環
境
省
令

第
十
九
号
）
の
一
廓
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
四
衆
中
策
十
七
号
を
第
十
八
号
と
し
、
．
第
九
号
か
ら

第
十
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
八
号
の
次
に

次
の
一
号
を
加
え
る
。

、
O
国
寂
公
安
委
員
会
規
則
第
二
十
六
号

　
警
察
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
七

十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
警
察
表
彰
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
平
成
十
八
年
九
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
国
家
公
安
委
員
会
委
員
長
　
溝
手
　
顕
正

　
　
　
警
察
表
彰
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
警
察
畿
彩
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
国
叡
公
安
委
員
会
規

則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
別
表
第
一
第
二
号
（
一
）
中
「
国
寂
公
務
員
災
害
補
償

法
別
表
の
」
を
「
人
事
院
規
則
＝
八
I
O
（
職
員
の
災
宿

補
償
）
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
規
則
一
六
I
O
」
と
い

う
。
）
別
扱
第
五
に
定
め
る
」
に
、
［
薄
紙
」
を
『
障
省
等
級
」

に
改
め
、
同
表
備
考
一
中
「
国
家
公
務
員
災
害
補
償
法
別

表
の
等
級
」
を
「
規
則
一
六
I
O
別
表
第
五
に
定
め
る
障

害
等
級
」
に
改
め
、
同
設
備
考
二
中
「
障
害
の
等
級
」
■
を

　
「
障
害
等
級
」
に
、
「
第
十
三
条
第
二
項
か
ち
第
五
項
ま
で
」

を
「
第
十
三
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
及
び
規
則
一

六
一
○
第
二
十
五
条
の
四
郷
二
項
』
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
1
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
2
　
改
正
後
の
警
察
淡
彰
規
則
別
製
第
一
の
規
定
は
、
平

成
十
八
年
四
月
一
日
以
後
に
生
じ
た
事
案
に
係
る
賞
じ

ゅ
つ
金
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
生
じ
た
事
案
に

係
る
賞
じ
ゅ
つ
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

Il川11

告

ホ

O
宮
内
庁
告
示
第
九
号

　
天
皇
皇
后
両
陛
下
は
、
佐
賀
県
に
お
い
て
開
催
さ
れ
る

第
二
十
六
回
全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
に
御
臨
席
、
併

せ
て
地
方
事
情
を
御
視
察
の
た
め
、
十
月
二
十
八
日
か
ら

同
月
三
十
一
日
ま
で
同
県
へ
行
購
啓
に
な
る
。

　
平
成
十
八
年
九
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
宮
内
庁
長
官
　
羽
毛
田
侶
吾

O
防
．
禰
施
設
庁
告
示
第
八
号

　
防
衛
施
設
周
辺
の
生
活
環
境
の
整
備
等
に
閲
す
る
法
律

施
行
令
（
昭
和
四
十
九
年
政
令
第
二
百
二
十
八
号
）
第
玉

条
の
規
定
に
慕
づ
き
、
昭
和
四
十
九
年
防
櫛
施
設
庁
告
示

第
七
号
（
防
衛
施
設
周
辺
の
生
活
鎌
境
の
整
備
等
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
一
号
）
第
三
条
第
二

項
各
号
に
掲
げ
る
施
殿
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
音
響
の
強

度
及
び
ひ
ん
度
を
定
め
た
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
ジ
に
改

正
し
た
の
で
、
同
令
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
告
示
す

る
。　

平
成
十
八
年
九
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
防
衛
施
設
庁
長
官
　
北
原
　
巌
男

　
本
文
中
「
、
身
体
障
害
者
授
産
施
設
」
を
削
り
、
「
知

的
障
害
者
更
生
施
設
及
び
知
的
障
害
者
授
産
施
設
」
を
「
障

害
者
支
援
施
設
及
び
障
害
福
祉
サ
」
ビ
ス
事
業
（
生
活
分

煙
、
自
立
訓
纏
、
就
労
移
行
支
援
又
は
就
労
継
続
支
援
を

行
う
事
業
に
限
る
。
）
を
行
う
施
設
」
に
改
め
、
『
、
身
体
障

害
者
療
護
施
設
」
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

1
　
こ
の
告
示
は
、
平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す

　
る
．

2
　
こ
の
告
示
の
施
行
の
日
か
ら
障
害
者
自
立
支
援
法

　
　
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
附
則
第
一
条
第

　
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
問

　
は
、
本
則
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
昭
和
四
十
九
年
防

　
衛
施
設
庁
告
示
第
七
号
中
，
「
障
害
者
支
援
施
設
及
び
」

　
と
あ
る
の
は
■
『
障
害
者
支
援
施
設
、
」
と
、
「
行
う
施
設
」

　
と
あ
る
の
は
「
行
う
施
設
、
身
体
障
害
者
授
産
施
設
、

　
知
的
障
害
者
更
生
施
設
及
び
知
的
障
害
者
授
産
施
設
」

　
と
、
「
及
び
母
子
健
康
セ
ン
タ
ー
」
と
あ
る
の
は
「
、
母

　
子
健
康
セ
ン
タ
ー
及
び
身
体
障
害
者
療
護
施
設
』
と
す

　
る
。o

灘
暫
示
華
三
号

　
社
債
等
登
録
法
施
行
令
（
昭
和
十
七
年
勅
令
第
四
百
九

　
号
）
第
一
条
第
一
項
第
四
号
（
同
令
第
十
二
条
に
お
い
て

　
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
ゾ
の
規
定
に
よ
る
会
社
を
次
の
よ

　
う
に
指
定
す
る
。
．

　
　
平
成
十
八
年
九
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
融
庁
長
官
　
五
味
　
廣
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
務
大
臣
　
長
勢
　
甚
遠

　
　
　
債
　
券
　
の
　
名
　
称
　
　
　
　
登
録
機
関
の
名
称

オ
ー
エ
ス
ジ
ー
株
式
会
社
第
二
回

無
担
保
社
債
（
適
格
機
関
投
資
家

限
定
）

美
倉
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
特
定
目
的

会
社
第
一
同
一
、
般
担
保
付
特
定
社

債
（
適
格
機
関
投
資
家
限
定
）

野
村
信
託
銀
行
株
式

会
社

同
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四
十

四
十
一

四
十
二

四
十
三

四
十
四

四
十
五

四
十
六

四
十
七

四
十
八

四
十
九

五
十

五
十
一

五
十
二

五
十
三

五
十
四

五
十
五

五
十
六

五
十
七

五
十
八

五
十
九

六
十

六
十
一

六
十
一
一

六
十
三

六
十
四

六
十
五

六
十
六

六
十
七

六
十
八

六
十
九

七
十

七
十
一

七
十
一
一

七
十
三

七
十
四

七
十
五

七
十
六

七
十
七

七
十
八

七
十
九

八
十

八
十
一

革
製
履
物
製
造
業

革
製
手
袋
製
造
業

か
ば
ん
製
造
業

袋
物
製
造
業

毛
皮
製
造
業

服
装
用
革
ベ
ル
ト
製
造
業

ガ
ラ
ス
製
加
工
素
材
製
造
業

ガ
ラ
ス
容
器
製
造
業

理
化
学
用
・
医
療
用
ガ
ラ
ス
器
具
製
造
業

卓
上
用
・
ち
ゅ
う
房
用
ガ
ラ
ス
器
具
製
造
業

そ
の
他
の
ガ
ラ
ス
・
同
製
品
製
造
業

粘
土
か
わ
ら
製
造
業

陶
磁
器
製
置
物
製
造
業
（
絵
付
業
を
含
む
。
）

ほ
う
ろ
う
鉄
器
製
造
業

一
般
用
缶
製
造
業

木
材
加
工
機
械
製
造
業

船
舶
（
総
ト
ン
数
が
一
万
ト
ン
以
上
の
も
の
を

除
く
。
）
の
製
造
・
修
理
業

自
転
車
・
同
部
分
品
製
造
業

眼
鏡
製
造
業
（
枠
を
含
む
。
）
・
同
部
分
品
製
造

業
（
中
問
加
工
業
を
含
む
。
）

べ
っ
甲
製
品
製
造
業

べ
っ
甲
製
品
卸
売
業

べ
っ
甲
製
品
小
売
業

野
球
用
・
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
用
グ
ロ
ー
ブ
．
ミ
ッ

ト
製
造
業

万
年
筆
・
シ
ャ
ー
プ
ペ
ン
シ
ル
・
ペ
ン
先
製
造

業鉛
筆
製
造
業

漆
器
製
造
業
（
卸
売
業
を
含
む
。
）

　
｝
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
業

　
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
業

　
一
般
貸
切
旅
客
自
動
車
運
送
業

　
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
業

特
定
貨
物
自
動
車
運
送
業

沿
海
旅
客
海
運
業

内
陸
水
運
業

靴
卸
売
業

履
物
卸
売
業
（
靴
を
除
く
。
）

酒
類
卸
売
業

陶
磁
器
卸
売
業

利
器
工
匠
具
・
手
道
具
卸
売
業

　
手
引
の
こ
ぎ
り
・
の
こ
刃
卸
売
業

　
靴
・
履
物
小
売
業

酒
小
売
業

　
機
械
器
具
小
売
業

ノk八

十十
八
十
四

2八八
　　十十

准六五

西
洋
料
理
店
（
グ
リ
ル
に
限
る
。
）

そ
の
他
の
食
堂
、
レ
ス
ト
ラ
ン
（
焼
肉
店
に
限

る
。
）

そ
の
他
の
一
般
飲
食
店
（
ハ
ン
バ
ー
ガ
ー
店
に

限
る
。
）

旅
館
、
ホ
テ
ル

自
動
車
分
解
整
備
業

　
推
定
期
問

　
市
町
村
長
又
は
特
別
区
長
に
対
し
て
特
定
中
小
企
業

　
者
の
認
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
は
、
平
成

　
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
十
八
年
十
二
月
三
十
一
日

　
ま
で
と
す
る
。

O
環
境
省
告
示
第
百
三
十
二
号

　
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三

号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
騒
音
規
制
法
（
昭

和
四
十
三
年
法
律
第
九
十
八
号
）
第
四
条
第
一
項
及
び
第

十
五
条
第
一
項
並
び
に
振
動
規
制
法
（
昭
和
五
十
一
年
法

律
第
六
十
四
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特

定
工
場
等
に
お
い
て
発
生
す
る
騒
音
の
規
制
に
関
す
る
基

準
（
昭
和
四
＋
三
年
士
毒
匙
難
繍
輝
告

示
第
一
号
）
等
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十

八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
平
成
十
八
年
九
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
環
境
大
臣
　
若
林
　
正
俊

　
次
に
掲
げ
る
告
示
の
規
定
中
「
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二

十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
七
条
」
を
「
児
童
福
祉

法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
七
条
第
一

項
」
に
改
め
る
、

　
一
　
特
定
工
場
等
に
お
い
て
発
生
す
る
騒
音
の
規
制
に

　
　
関
す
る
基
準

　
二
　
特
定
建
設
作
業
に
伴
つ
て
発
生
す
る
騒
音
の
規
制

　　

ﾉ
関
す
る
基
準
（
男
四
＋
三
年
士
幽
糀
告

　
　
示
第
一
号
）

　
三
　
特
定
工
場
等
に
お
い
て
発
生
す
る
振
動
の
規
制
に

　
　
関
す
る
基
準
（
昭
和
五
十
一
年
十
一
月
環
境
庁
告
示

　
　
第
九
　
号
）

別
表
の
第
2
章
中
「
＞
粛
鰯
薄
偶
熟
齢
嬉
π
事
び
跨
蝸

勤
離
s
蹄
曲
s
盤
3
判
認
π
羽
叫
び
幽
構
（
網
薄
一
㏄
耕
ω
並
楓
肝
昧
瞭
蕨
串
勢
頴
。
。
中
）
b
。
一
」
畑
跨
鋼
勤
蹴
3
蹄
謡
蟷
掴
謡
塾
を
「
＞
酪
鰯
跨
嘱
勘
蹄
璋
π
索
び
沖
珊
勤
黙
簿
q
＞
湿
濡
肝
鎌
鐵
麟
饗
臼
虫
δ
爵
砕
勤
齢
s
期
趣
q
）
臨
3
職
壁
臼
圏
叫
δ
鰍
楢
（
箱
薄
一
㏄
耕
ω
b
祠
爵
橡
暮
戯
暗
帥
繍
。
。
中
）
b
。
【
」
細
蹄
嘱
勤
儲
簿
q
陪
疎
勘
齢
s
蹄
謡
盤
職
前

麹
S
調
ー
陣
蝸
勤
蹴
」
に
改
め
る
。

…
国
会
事
項
…

開
会
式

第
百
六
十
五
回
国
会
の
開
会
式
は
、
九
月
二
十
八
日

天
皇
陛
下
の
御
臨
席
の
も
と
に
参
議
院
議
場
に
お
い
て
行

わ
れ
た
。

　
衆
議
院
議
長
は
、
次
の
式
辞
を
述
べ
た
。
　
天
皇
陛
下
の
御
臨
席
を
い
た
だ
き
、
第
百
六
十
五
回
国
会
の
開
会
式
を
行
う
に
あ
た
り
、
衆
議
院
及
び
参
議
院
を

代
表
し
て
、
式
辞
を
申
し
述
べ
ま
す
。

今
日
、
わ
が
国
を
め
ぐ
る
内
外
の
諸
情
勢
は
ま
こ
と
に

き
び
し
く
、
緊
急
に
解
決
す
べ
き
幾
多
の
重
要
問
題
が
あ

り
ま
す
。
　
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
際
、
決
意
を
新
た
に
し
て
、
す
み
や
か
に
適
切
な
施
策
を
議
じ
、
も
っ
て
国
民
生
活
の
安
定
向
上
に
つ
と
め
る
と
と
も
に
、
世
界
平
和
の
確
立
に
一
層
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
　
こ
こ
に
、
開
会
式
に
あ
た
り
、
わ
れ
わ
れ
に
課
せ
ら
れ

た
重
大
な
使
命
に
か
ん
が
み
、
日
本
国
憲
法
の
精
神
に

ヒ

の
つ
と
り
、
お
の
お
の
最
善
を
つ
く
し
て
そ
の
任
務
を
遂

刺
行
し
、
も
っ
て
国
民
の
信
託
に
こ
た
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

口

次
に
、
天
皇
陛
下
か
ら
次
の
　
お
こ
と
ば
を
賜
っ
た
。
本
日
、
第
百
六
十
五
回
国
会
の
開
会
式
に
臨
み
、
全
国

に
示

民
を
代
表
す
る
皆
さ
ん
と
一
堂
に
会
す
る
こ
と
は
、
私
の
深
く
喜
び
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
　
こ
こ
に
、
国
会
が
、
国
権
の
最
高
機
関
と
し
て
、
当
面

O
環
境
省
告
示
第
百
三
十
三
号

　
公
害
健
康
被
害
の
補
償
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十

八
年
法
律
第
百
十
一
号
）
第
二
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

公
害
健
康
被
害
の
補
償
等
に
関
す
る
淫
律
の
規
定
に
よ
る

診
療
報
酬
の
額
の
算
定
方
法
（
平
成
四
年
五
月
環
境
庁
告

示
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十

八
年
十
月
｝
日
か
ら
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
同
日
前
に
行

わ
れ
た
療
養
に
係
る
診
療
報
酬
の
請
求
及
び
療
養
の
支
給

の
請
求
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　
平
成
十
八
年
九
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
環
境
大
臣
　
若
林
　
正
俊

－
す
る
内
外
の
諸
問
題
に
対
処
す
る
に
当
た
り
、
そ
の
使
命

を
十
分
に
果
た
し
、
国
民
の
信
託
に
こ
た
え
る
こ
と
を
切

に
希
望
し
ま
す
。

　
　
　
衆
　
議
院

常
任
委
員
長
辞
任

　
九
月
二
十
七
日
議
長
に
お
い
て
、
次
の
各
常
任
委
員
長

の
辞
任
を
許
可
し
た
。

　
　
　
外
務
委
員
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
原
田
　
義
昭

　
　
　
経
済
産
業
委
員
長
　
　
　
　
　
　
　
石
田
　
祝
稔

　
　
　
環
境
委
員
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
木
村
　
隆
秀

質
問
吝
提
出

　
九
月
二
十
七
日
議
員
か
ら
提
出
し
た
質
■
問
主
意
書
は
次

の
と
お
り
で
あ
．
る
。

　
外
務
省
専
門
調
査
員
に
よ
る
秘
麿
公
電
の
ソ
連
国
家
保

　
安
委
員
会
（
K
G
B
）
へ
の
流
出
に
関
す
る
質
問
主
意

　
書
（
鈴
木
宗
男
提
出
）

　
危
機
管
理
に
関
す
る
質
問
主
意
書
（
鈴
木
宗
男
提
出
）

　
サ
ハ
リ
ン
大
陸
棚
開
発
を
め
ぐ
る
ブ
ー
チ
ン
．
ロ
シ
ア

　
大
統
領
の
発
言
に
関
す
る
質
問
主
意
書
（
鈴
木
宗
男
提

　
出
）

　
外
務
省
が
保
管
す
る
ワ
イ
ン
に
関
す
る
質
問
主
意
書

　
（
鈴
木
宗
男
提
出
）

繕
事
日
程

　
九
月
二
十
八
日
の
議
事
日
程
は
次
の
と
お
り
。

　
議
事
日
程
　
第
二
号

　
　
平
成
十
八
年
九
月
二
十
八
日
（
木
曜
日
）

　
　
　
正
午
開
議

　
第
一
　
常
任
委
員
長
の
選
挙

訂
正

　
十
七
年
十
一
月
七
日
付
国
会
事
項
柵
衆
議
院
の
部
、
訂

正
の
項
二
行
中
「
宮
路
和
明
外
三
名
」
を
「
宮
路
和
明
外

二
名
」
に
、
十
八
年
二
月
二
十
四
日
付
同
欄
同
部
、
議
案

提
出
の
項
五
行
中
「
保
岡
興
治
外
七
名
」
を
「
保
岡
興
治

外
六
名
」
に
、
同
年
四
月
十
四
日
付
同
欄
同
部
、
同
項
三

行
及
び
四
行
中
「
山
本
拓
外
三
名
」
を
「
加
藤
勝
信
外
二

名
」
に
、
同
年
五
月
十
八
日
付
同
欄
同
部
、
同
項
四
行
中

　
「
石
破
茂
外
六
名
」
を
「
石
破
茂
外
五
名
」
に
、
同
年
九

月
二
十
八
日
付
同
欄
同
部
、
訂
正
の
項
五
行
中
「
中
山
成

彬
外
八
名
」
を
「
中
山
成
彬
外
六
名
」
に
、
茅
、
れ
引
て
れ
十

八
年
九
月
二
十
七
日
訂
正
す
る
。

　
　
　
　
参
　
議
　
院

議
事
日
程

　
九
月
二
十
八
日
の
議
事
日
程
は
次
の
と
お
り
。

　
議
事
目
程
　
第
二
号

　
　
平
成
十
八
年
九
月
二
十
八
日
（
木
曜
日
）

　
　
　
午
前
十
時
開
議

　
第
一
　
常
任
委
員
長
の
選
挙

質
問
主
意
書
提
出

　
九
月
二
十
七
日
議
員
か
ら
次
の
質
問
主
意
書
が
提
出
さ

れ
た
。

　
　
安
倍
内
閣
総
理
大
臣
の
歴
史
認
織
に
関
す
る
質
問
主
意

　
　
書
（
喜
納
昌
吉
提
出
）
（
第
一
号
）

　
　
第
二
次
世
界
大
戦
に
つ
い
て
の
歴
史
露
識
及
び
戦
争
責

　
　
任
に
関
す
る
質
問
主
意
書
（
福
島
み
ず
ほ
提
出
X
第
二

　
　
号
）



閃
環保企発第、060929001号

平成18、年9月29目

公害健康被害の補償等に関する法律

主管部（局）御中

環境省総合．環境政策局・簾i繍

環境保健部企画課保健業務室

　　　　　　　　　　　い
．公害健康被害の補償等に関する法律施行規則の一部改正等について

　平成1．8年9、月29目・、公害健康被害の補償等に関する施行規則の一部を改正する省令

（平成18年環境省令第29号）が公布され、公害健康被害の補償等に関する法律の規定

による診療報酬の額の算定方法の一部を改正する件（平成18年環境省告示第133号）

が告示され、それぞれ平成18年10月1目から施行され、又は適用されることとなった・

　これらの改正の内容等は下記のとおりであるので、その実施に遺憾なきを期すとともに、

関係方面への周知方について格段のご配慮を願いたく通知する・

記

1．改正の内容
（1）公害健康被害の補償等に関する法律施行規則の一部改正

　　　健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83号。以下「改正健康保

　　険法」という。）の施行により、平成18年10月1目より特定承認保険医療機関が廃

　　止されることに伴い、公害医療機関として環境省令で定めるものから特定承認保険医

　　療機関を削除したこと（第17条の2関係）。
（2）公害健康被害の補償等に関する法律の規定による診療報酬の額の算定方法の一部改

　　正
　　　入院時食事療養費1と係る食事療養の費用の額の算定に関する基準の一部を改正する

　　件（平成18年厚生労働省告示第485号）が告示され、平成18年10月1日から
　　適用されることに伴い、入院中の食事療養に係る診療報酬の額の算定は、入院時食事

　　療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関す

　　る基準（平成18年厚生労働省告示第99号）別表食事療養及び生活療養の費用額算

　　定表の第一食事療養の例により算定した額に1．2を乗じて行うものとしたこと。

2．運用上の留意点
（1）入院中の食事療養に係る診療報酬の額の算定について

　　　改正健康保険法の施行により、療養病床に入院する70歳以上の者の生活療養（傘



　事並びに温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養をいう。）に要

　　した費用にづいては、保険給付として入院時生活療養費が支給されることとなったが、

　公害健康被害の補償等に関する法律（昭和48年法律第111号。以下r公健法」と

　いう。）の被認定者が公健法の認定に係る指定疾病（以下「認定疾病」という。）が主

　たる原因で療養病床に入院する場合にあっては、当該被認定者が70歳以上であるか

　否かにかかわらず、従前どおり、食事療養の例により算定した額に1．2を乗じた額を

　食事療養に係る診療報酬額とすること。

　　なお、公健法の被認定者が認定疾病以外の疾病が主たる原因で入院する場合にあっ

　ては、・従前どおり、食事療養に係る診療報酬については療養の給付として算定できな

　いものであること。

（2）入院料の算定について

　　公健法の被認定者が認定疾病が主たる原因で療養病床に入院する場合の入院料の算

　定についてはギ当該被認定者が7一つ歳以上であるか否がにかかわらず、・従前どおり、

　一般病棟入院基本料により算定すること。

　　なお、公健法の被認定者が認定疾病以外の疾病が主たる原因で入院する場合にあっ

　ては、従前どおり、入院料については療養の給仕どして算定できないものであること。
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○公害健康被害の補償等に関する法律の規定による診療報酬の額の算定方法（平成四年五月環境庁告示第四〇号）

（傍線の部分は改正部分）

諮 日 照

別表

　　第1章　公害疾患特掲診療費

第1　診察料（略）

第2　入院料（略）

　　　第2章　入院中の食事療養に係る診療報酬

　入院中の食事療養に係る診療報酬の額の算定は、△一
に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の　用の額の算

定に関する基準（平成18年3月厚生労働省告示第99号）別表食事療養

及び生活療養の費用額算定表の第一食事療養の例により算定した額に

L2を乗じて行うものとする。

第3章その他の診療報酬（略）

黙 に

別表

　　第1章　公害疾患特掲診療費

第1　診察料（略）

第2　入院料（略）

　　第2章　入院中の食事療養に係る診療報酬

入院中の食事療養に係る診療報酬の額の算定は、入院時食事療養費

に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準（平成18年3月厚生労

働省告示第99号）別表食事療養の費用額算定表の例により算定した額

に1．2を乗じて行うものとする。

第8章　その他の診療報酬（略）



匿諮婦
■㌔，1

環保企発第060929002号

平成18年9月29目

関係⊂業膿⊃殿

懸論議蕪塁懸1，

「公害医療機関の診療報酬の請求について」の一部改正について

　公害健康被害の補償等に関する法律に規定する公害医療機関の診療報酬の請求について

は、平成9年3月31目環保企第166号本職通知「公害医療機関の診療報酬の請求につ

いて」により取り扱われているところであるが、今般、「公害健康被害の補償等に関する

法律の規定による診療報酬の算定方法の一部を改正する件」　（平成18年環境省告示第1

33号）が平成18年9月29目に告示され、平成18年10月1目ぶり適用されること

に伴い、本職通知の一部を下記のとおり改正し、本年10月診療分から適用することとし

たので、関係者への周知を図るどともに、適正な運用に努められたい・

記

　記の1の第2の2の（14）の「入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定

に関する基準（平成18年3月厚生労働省告示第99号）別表食事療養の費用額算定表

（以下「食事算定表」という。）」を「入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生

活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準（平成18年3月厚生労働省告

示第99号）別表食事療養及び生活療養の費用額算定表の第一食事療養（以下「食事算

定表」という。）」に改めること。



○公害医療機関の診療報酬の請求について（平成9年3月31目環保企第166号）新旧対照表

改 正 後

1　公害診療報酬請求書及び公害診療報酬明細書に関する事項

　病院又は診療所である公害医療機関の診療報酬の請求につい

ては、公害診療報酬請求書に公害診療報酬明細書を添えて行うも

のであること。

第1　　（略）

第2　公害診療報酬明細書（様式第二号）については、次により取り扱わ

　　れたいこと。

1　　（略）

2　公害診療報酬明細書（入院）の記載上の注意事項は次のとおり

　であること。

（1）　～　　（13）　　　　（田各）

　　　　　　　　ま（14）　「⑦食事ゴ欄について

　　　　「基準」1の「　’円×　　回」の項には、入院時食事療養費に係

　　　る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定

に関する基準（平成18年3月厚生労働省告示　g9号）別表食事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨなロ療養及ぴ生活療養の費甫額算定表の第一食事療養（以下r事　定

表」という。）の食事療養忙係る1食当たりの所定金額及び食事療養

を行った回数を課し・熱らに乗じて得られる額を右側の

「　円」の項に記載すること。

現 行

医ii翅

1　公害診療報酬請求書及び公害診療報酬明細書に関する事項

　病院又は診療所である公害医療機関の診療報酬の請求につい

ては、公害診療報酬請求書に公害診療報酬明細書を添えて行うも

のであること。

第1、　（略）

第2　公害診療報酬明細書（様式第二号）については、次により取り扱わ

　’れたいこと。

1　（略）

2　公害診療報酬明細書（入院）の記載上の注意事項は次のとおり

　であること。

（1）～（13），，。（田斉）．

（14）　「⑤食事」欄について

　　　　r基準」のr　　円×　　回」の項には、入院時食事療養費に係

　　る食事療養の費用の額の算定に関する基準（平成18年3月厚生労

働省告示第99号）．型表食事療養の費用額算定表（以下「食事算定

聾しの食事療養に係る1食当たりの所定金額及び食事療養

を行った同勢を司載し、それらに乗じて得られる額を右側の

「　　円」の項に記載すること。



　なお、特別食加算を算定した場合には、「特別」の「　円×　　回」

の項に、食事算定表の1食当たりの所定金額及び特別食を行った回

数を記載し・食堂加算を算卒した場合には、r食堂」のr　内×

日間」の項に、食事算定表の1日当たりの所定金額及び日数を記載

し、それぞれ14ついて、それらを乗じて得られる額を右側の1　円」

の項に記載すること。

　「③」欄は、食事療養に係る金額の合計を記載すること。

　なお、食事療養に係る金額の合計にL2を乗じた金額は「⑥」欄

に記載するので注意すること。

（15）る（16）（略）

3　　（略）

II　（略）

皿　　（略）

　なお、特別食加算を算定した場合には、「特別」の「　　円×　　回」

の項に・案事算定豪の1食当たりの所定金額及び特別食を行った回

数を誰載し、食挙加箏を算定し左場合には、「食堂」の「　　円×

日間」の項に、食事算星表り1日当たりの所定金額及び日数を記載

し・それぞれ1；ついて・そむらを乗じて得られる額を右側の「　円」

の項に記載すること。

　「③」欄は、食事療養に係る金額の合計を記載すること．

　なお、食事癖養に係る金額の合計に1．2を乗じた金額は「⑥」欄

に記載するので注意すること。

（15）～（16）（略）

3　（略）

H　（略）

皿　（略）
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1　公害診療報酬請求書及び公害診療報酬明細書に関する事項

　病院又は診療所である公害医療機関の診療報酬の請求については、公害診療報酬請求書に

公害診療報酬明細書を添えて行うものであること。

第1－公害診療報酬請求書（様式第一号）については、次により取り扱われたいこと。
（1）　　「平成　　年　　月分」欄について

　　　　診療の行われた半月を訳載すること。
（2）　　r件数∫欄について

　　　　公害診療報酬明細書の件歎の合計ゑ記載す石こと・

（3）r金額」練ついて．
　　　　入院分については様式第二号（一）のr合計」欄の「⑦」欄の、入院外分にづいては様式第二
　　　号（土）めr合計」欄のr⑤」欄の請求金額の合計を記載すること。

（4）　　「平成　　年　　月　　目」欄について

　　　　公害診耀報酬請求書を提出する年月日を記輩するこ．と・、
（与）　　「医療機関コード〕欄について

　　　　診療報酬請求書等の記載要領等について（昭和51年8月7目付け保険弗第82号。以下r厚

　　　生労働省記載要領通知」という。）別添2第4によりそれぞれの医療機関について定められた医

　　　療機関コード7桁を記載すること。
・（6）　　r公害医療機関の所在地　名称」欄について

　　　　公害医療機関である病院又は診療所の所在地及び名称を記載するごと。

（7）　　r開設者の氏名又は名称ゴ欄について

　　　　開設者の氏名又は名称を記載すること。

（8）　イ都道府県知事’（市長）殿」欄について

’　　自治体者を次の例にならい記載す’ること。

　　　　（例）　○○県知事殿、○○市長殿、○○区長殿・

第2　公害診療報酬明細書（様式第二号）については、次により取り扱われたいこと。

1　入院及び入院外はそれぞれ別個の公害診療報酬明細書を使用すること。

2　公害診療報酬明細書（入院）の記載上の注意事項は次のとおりであること。
（1）　　「平成　　年・月分」欄について

　　　　　　診療の行われた年月を記載すること。

（2）　　「公害医療手帳の記号番号」欄について

　　　　　　公害医療手帳の記号番号を記載すること。
（3）

ア

イ

ウ

（4）

（5）

（6）

　「氏名」欄について

診療を受けた者の氏名を記載すること。

r1男　2女」欄は、該当する性別を○で囲むこと。
r1明　2大慈3昭　4平　年生」欄は、該当する元号を○で囲み、生まれた年を記載すること。

　r公害医療機関の所在地及び名称」欄について
公害医療機関であう病院又ほ診療所の所在地及び名称を記載すること。

　r疾病名」欄についで
　第一種地域に係る被認定者の場合、「（1）」の項においては、当該被誰定者の認定疾病に該

当する疾病名に付された記号を○で囲み、「（2）」以下の項には、一’当該診療報酬請求に係る診

療の対象とした認定疾病の続発症名をすべて記載すること。

　「診療開始目」欄について

　「疾病名」欄に記載した疾病の診療開始目を当該疾病名を記載した項に記載すること。

　認定疾病が複数ある場合は、r（1）」の項に認定疾病の記号と併せてそれぞれの認定疾病の



　　診療開始日を記載すること。

（7）　　「転帰」欄について

　　　　治ゆした場合には「治ゆ」を、死亡した場合には「死亡」を、中止又は転医の場合には「中

　　　止」をそれぞれ○で囲むこと。
　　　　なお、「疾病名」欄の疾病名が複数ある場合は、「疾病名」欄の該当する番号を記載するこ

　　　　と。

（8）　　「診療実日数」欄について

　　　入院員数を記載すること。
　　　他疾病を主として入院している場合には、認定疾病に係る療養を行った日数を数え付記する

　　　こと。

（9）　公害診療報酬明細書の点数表示欄について
　　　公害健康被害の補償等に関する法律の規定による診療報酬の額の算定方法（平成4年5月2
　　　9日環境庁告示策40号。以下「公害診療報酬告示」という。）別表「第1章公害疾患特掲診療

　　費第2入院料」及び「第3章その他の診療報酬1薬剤料、特定保険医療材料料及び放射性粒子、

　　酸素その他の材料の費耶」については、r（1点10円）点」欄に点数を記載すること。「策3
　　章その他の診療料2その他」．については、「（ユ点12円）点」欄に点数を記載すること。

（10）　「⑳注射」欄について

　　　注射の手技料を算定した場合は、注射の種類を記して回激及び注射の手技料に係る点数を記

　　戟すること。薬剤料、特定保険医療材料料については、薬剤の項に回数及び点数を記載し、そ

　　の内訳について億、「摘要」欄に所定単位当たりの使用薬剤の薬名、陣用量及び回数等を記載す

　　ること。
（11）　r⑳画像診断」欄について

　　　画像診断に当たって薬剤、特定保険医療材料料を使用した場合は、「フィルム等」の項に回数

　　及び点数を記載すること。

（12）　r＠入院」欄について
　ア　　「入院基本料・加算」の項には、入院基本料に係る1日当たりの所定点数（入院基本料及び入

　　院基本料等加算の合計，なお、入院期間に関わらず。診療報酬の算定方法（平成18年3月厚生

　　労働省告示第92号）別表第一医科診療報酬点数表（以下「医科点数表」という。）第1章第2
　　部の例によること。）及び日数を「　×　目間」の項に記載し、それらを乗じて得られる点数

　　の合計を「（1点12円）点」の欄に記載すること。ただし、入院基本料が月の途中で変更した

　　場合はそれぞれの所定点数と日数について同様に記載すること。・

　　　なお、入院基本料と入院蕃本料等加算を区分して、同様に記載することも差し支え

　　ない。

　イ　　「公害入院療養指導料」の項は、入院患者に対して指定疾病に関する計画的な医学管理を継

　　続して行い、かっ、栄養、安静、運動、日常生活その他在宅療養上必要な指導を行った場合に、

　　その所定点数を算定すること。
　　　公害入院療養指導料の点数が月の途中で変更した場合は、・公害診療報酬告示別表第1章の第

　　2の1の（エ）に掲げる入院の日から起算した期間によって定まる1日当たり所定点数及び日
　　数をそれぞれ「　×　　日間」の項に記載し、それらを乗じて得られる点数の合計を「（1点

　　10円）点」の欄に記載すること。
　ウ　「清浄空気室管理料♪の項は、入院患者を当該室に収容した日数及び点数を記載すること。

　エ　　「その他」の項は、特定入院料等を算定した場合にその点数．C入院期間に関わらず医科点数

　　表第1章第2部の例によること）を「（1点■2円）点」欄に記載すること。・また、「（1点1

　　2円）点」の欄に記載した診療に使用した薬剤等の点数を「（エ点10円）点」の欄に記載する

　　こと。　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　』’一
（13）　　「小計」“欄について，

　ア　　「①」欄には、「（1点12円）点」の枠に記載された点数の合計を記載すること。、

　イ　　「②」欄には、「（1点10円）点」の枠に記載された点数の合計を記載すること。

（14）　「＠食事」欄について
　　　　「基準」の「　円×　　回」の項には、入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活



　　療養費に係る生活療養の費用・の額の算定に関する基準く平成18年3月厚生労働省告示第99
　　号）・別表食事療養及び生活療養の費用額算定表の第一食事療養（以下r食事算定表」という。）

　　の食事療養に係る1食当たりの所定金額及び食事療養を行った回数を記載し、それらに乗じて
　　得られる額を右側の「　円」の項に記載すること。

　　　なお、特別食加算を算定した場合には、r特別」のr　円×・　回」の項に、食事算定表の

　　1食当たりの所定金額及び特別食を行った回数を記載し、食堂加算を算定した場合には、「食

　　堂」の「　円×　　目間」の項に、食事算定表の1日当たりの所定金額及び日数を記載し、，

　　それぞれについて、それらを乗じて得られる額を右側のト　円」め項に記載すること。

　　　　r③」欄は、食事療養に係る金額の合計を記載すること。

　　　なお、食事療養に係る金額の合計に1．2を乗じた金額は「⑥」欄に記載するので注意するこ

　　と。

（15）　　「摘要」欄について　　　　　’　　　　　　　　　ll

　　　老人保健法に基づく医療に要する給付等と公害健康被害の補償等に関する法律に基づく療養

　　の給付との調整について（通知）（平成10年3月3L目老健第70号・保険発第51号）が適
　　用される場合は、調整に係る包括点数の名称を記載すること。一

（16）　その他　　　　　　　　しパ
　　　前述の記載事項を記載するほか、各項目に係る記載の方法、内訳等については、厚生労働省

　　記載要領通知別紙1のIIの第．3の1及び2に示された相当する項目の記載要領によること。

3　公害診療報酬明細書（入院外）の記載上の注意事項は次のとおりであること。
（1）　「平成　　年　　月分」欄、「公害医療手帳の記号番号」欄、「氏名」欄、「公害医療機関の所

　　　在地及び名称」欄、「疾病名」欄、「診療開始目」欄及び「転帰」欄の記載上の注意事項は、2

　　　の（1）から（7）によること。
（2）　　「診療実日数」1欄に，ついて

　　　　診療を行った日数を記載すること。
　　　　なお、在宅患者訪問看護・指導料等を算定した目に医師の診療が行われない場合も診療実日

　　　数として数え記載すること。その際、「摘要」欄に医師の診療が行われない目に算定された在宅

　　　患者訪問看護・指導料等の名称を記載すること。

（3）　公害診療報酬明細書の点数表示欄について
　　　　公害診療報酬告示別表r第1章公害疾患特掲診療費第1診察料上及び「第3章その他の診療
　　　報酬1薬剤料、特定保険医療材料料及び放射性粒子、酸素その他の材料の費用」については、

　　　「（1点10円）点」欄に点数を記載すること。「第3章その他の診療料2その他」については、

　　　「（1点1与円）点」欄に点数を記載すること6　　　　　“’　・‘

（4）　「⑬医学管理」欄について
　　ア　「公害相談」の項には、公害疾患相談料を算定した場合にその回数及び点数を記載すること。

　　イ　　「公害外来療養指導」の項には、

　　（ア〉　公害外来療養指導料を算定した場合にその所定点数を記載すること。

　　（イ）　居宅において療養を行っている患者に対して、ネブライザー又は超音波ネブライザーを

　　　　　婆慰撫織ぎ「細葎謬算あ藷髪示繰猶合は’当該加算

　　（ウ）　公害診療報酬告示別表第1章公害疾患特掲診療費第1診察料の2の注6ただし書の規定
　　　　　により公害外来療養指導料とみなされる指導料等を算定した場合においてネブライザー加

　　　　　算を算定した場合は、当該加算の点数のみを記載し、当該加算の基となる指導料等の点数

　　　　　については、「⑬医学管理」欄の「その他」の項又は「⑭在宅」欄の・「その他」の項に記載

　　　　　すること．また、ネブライザr加照した場合にあっては、r摘要」欄に⑦の記

　　　　　号を表示すること。

　　ウ　　rその他」の項には、医科点数表第2章第1部の例により算定した場合にその記号ぐ回数及

　　　　び点数を記載すること。

（5）　r㊥注射」欄について
　　　　皮下筋肉内注射及び静脈内注射を行った場合は、r⑪　皮下筋肉内」．及び「＠　静脈内」の項

　　　に、その他の注射を行った場合は、「㊥　その他」の項に、注射の種類を記して、それぞれ回数



　　及び注射料に係る点数を記載すること．薬剤料、特定保険医療材料料については、r＠　薬剤」

　　の項にそれぞれ回数及び点数を記載し、その内訳については、「摘要」欄に所定単位当たりの使

　　用薬剤の薬名、使用量及び回数等を記載すること。なお、注射の手技料を包括する点数を算定

　　するに当たって、併せて当該注射に係る薬剤料を算定する場合は「＠　薬剤」の項及び「摘要」

　　欄に同様に記載すること。

（6）　　「㊥その他」欄について
　　　　リハビリテーション料を算定した場合は、中段に当該項目、算定単位数及び合計点数を記載

　　するとともに、「摘要」欄に実施目数を記載すること。また、精神科専門療法を算定した場合は、

　　中段に当該項目、回数及び合計点数を記載すること。

．（7）　　「摘要」欄について

　ア　公害健康被害の補償等に関する法律に係る処理基準について（平成13年5月24日環保企

　　第587号）の第5章第6の2に基づき、療養手当の請求に係る療養日数を証明する書類とし
　　て、公害診療報酬明細誉が利用される場合があるので、訪問看護指示料を算定した明細書につ
　　いては、r診療実日数」欄に係る診療を行った日の日付をすべて記載すること。この場合、1～

　　　31の数字を記載し、目付を○で囲むことによって目付の記載に代えても差し支えないこと。

　イ　老人保健法に基づく医療に要する給付等と公害健康被害の補償等に関する法律に基づく療養

　　の給付と’の調整について（通知）（平成10年3月31目老健第70号・保険発第51号）が適

　　用される場合は、調整に係る包括点数の名称を記載すること。

（8）　その他

　　　2の（16）によること。

II　公害調剤報酬請求稽及び公害調剤報酬明細書に関する事項

　薬局たる公害医療機関の診療報酬の請求については、公害調剤報酬

請求書に公害調剤報酬明細書を添えて行うものであること。

第1　公害調剤報酬請求書（様式第三号）については、次により取り扱われたいこと。

（1）　　「平成　　年　　月分」欄について

　　　　調剤の行われた年月を記載すること。　　・　　’

（2）　　「件数」欄について

　　　　公害調剤報酬明細書の件数の合計を記載すること。

（3）　　「金額」欄について

　　　　公害調剤報酬明細＃の「合計」欄の「⑩」欄の請求金額の合計を記載すること。

（4）　　「平成　　年　　月　　目」欄について

　　　　公害澗剤報酬請求書を提出する年月日を記載すること。

（5）　　r薬局コード」欄について
　　　　厚生労働省記載要領通知別添2第4によりそれぞれの薬局について定められた薬局コード7

　　　桁を記載すること。

（6）　　「公害医療機関の所在地一名称」欄について

　　　　公害医療機関である薬局の所在地及び名称を記載すること。

（7）　　「開設者の氏名又は名称」欄について

　　　　薬局開設者の氏名又は名称を記載すること。

（8）　　r都道府県知事く市長）殿」欄について

　　　　自治体名を次の例にならい記載すること。

　　　　（例）　○○県知事殿、OO市長殿、OO区長殿

第2　公害調剤報酬明細書（様式第四号）の記載上の注意事項は次のとおりであること。

（1）　　「平成　　年　　月分」欄について　　　　　　　　　　　　、』　　匹㌧

　　　　調剤の行われた年月を記載すること。

（2）　　r公害医療手帳の記号番号」欄について

　　　　公害医療手帳の記号番号を記載すること。



　　　　「浮女1欄君ア！、1、、・で
　　　　プ　ぜ　けコ　び　ヨづいし　プ　サ　　ヤ

　ア　処方せんに記載された患者の氏名を記載すること。

　イ　「1男　2女」欄は、該当する性別を○で囲むこと。

　ウ　r1明2大3昭4平年生」欄は、該当する元号を○で囲み、生まれた年を記載するこ
　　　と。

（4）　　「公害医療機関の所在地及び名称」欄について

　　　公害医療機関である薬局の所在地及び名称を記載すること。
（5）　　r病院又は診療所の所在地及び名称」欄について

　　　処方せんを発行した医師が医療に従事する病院又は診療所の所在地及び名称を処方せんに基

　　づいて記載すること。

（6）　　「処方せんを交付した医師の氏名」欄について

　　　処方せんを交付した医師の氏名を記載すること。

（7）　　r処方せん受付回数」欄について

　　　調剤基本料算定に係る処方せん受付回数を記載すること。
（8）　　「処方」欄について　、

　　　所定単位（内服薬にあっては1剤1日分、内服用滴剤、屯服薬、注射薬及び外用薬にあって

　　は1調剤分）ごとに、調剤した医薬品名、用量（処方ぜんにおいて1目用最による記載でない

　　ものにあっては1回用量及び1調剤分の投薬全量）、剤型及び用法を記載し、次の行との間を線

　　で区切ること。
（9）　　「調剤報酬点数」欄について，

　　　　「加算料」欄には調剤料に対応する加算を記載すること。したがって、調剤基本料に対応す

　　る加算点数は本欄には記載しないこと。
（10）　　「小計」欄について

　ア　　「④」欄には、調剤料の点数の合計を記載すること。

　イ　　「⑤」欄には、薬剤料の点数の合計を記載ずること。

　ウ　　「⑥」欄には、調剤料に対応する加算料の点数の合計を記載すること。

（11）　　「①　調剤基本料」欄について

　　　調剤基本料に処方せん受付回数を乗じた点数を記載すること。

（12）　　「②時間外等加算」欄について

　　　調剤基本料に係る時間外加算、休日加算、深夜加鋒又は時間外加算の特例について、上欄に

　　記号を、下欄に加算点数を記載すること。　　　　　　　　　一・

（13）　「③薬学管理料」欄について

　　　薬学管理料及び薬学管理料に対応する加算について、上欄に記号と回数を、下欄に合計点数

　　を記載すること。

（14）　　「合計」欄について

　　　　「⑦」欄には、薬剤料以外の点数の合計を記載し、「⑧」欄にはその合計点数に15を乗じて

　　得られる額を記載すること。

　　　　「⑨」欄には、「⑤」欄の点数（薬剤料の点数の合計）に10を乗じて得た額を記載すること。‘

　　　　「⑩」欄には、「⑧」欄と「⑨」欄の合計を記載すること。

（15）　その他

　　　前述の記載事項を記載するほか、各項目に係る記載の方法、内訳等については、厚生労働省

　　記載要領通知別紙1のNの第2の1及び2に示された相当する項目の記載要領によること。

皿　公害訪問看護報酬請求書及ぴ公害訪問看護報酬明細書に関する事項

公害訪問看護報酬を請求しようとするときは、訪問看護ステーション等（公害健康被害の補償等に関す

る法律施行規則（昭和49年総理府令第60号）第16i条第1号に規定する訪問看護ステーション等をい

う。）ごとに公害訪問看護報酬請求書に公害訪問看護報酬明細書を添えて行うものであること。

第1　公害訪問看護報酬請求書（様式第五号）の記載上の注意事項は、次のとおりであること。

（1）’「平成年月分」欄について



　　　訪問看護の行われた年月を記載すること。

（2）　　「件数」欄について
　　　公害訪問看護報酬明細霧の訪問看護に係る訪問看護報酬請求件数の合計を記載すること。

（3）　　「金額」欄について
　　　公害訪問看護報酬明細書の「合計」欄の「⑥」欄の請求金額の合計を記載すること。、

（4）　　「平成　　年　　月　　日」欄について

　　　当該請求書を提出する年月日を記載すること。

（5）　　「ステーションコード」欄について
　　健康保険法（大正1，，1年法律第70号）第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者にあっ
　ては、老人訪問看護療養費・訪問看護療養費請求書等の記載要領について（平成18年3月30日保医

　発0330008号。以下「訪問看護記載要領通知」という。）別添1により、それぞれのステー主ヨンについ

　て定められたステーションコード七桁を記載すること。なお、その他の事業者にあっては記載を要しな

　い。
（6）

（7）

（8）．

「公害医療機関の所在地　名称」欄について
公害医療機関である訪問看護ステーション等の所在地及び名称を記載すること。

r開設者の氏名又は名称」欄について

事業者の氏名ヌは名称を記載すること。

「都道府県知事（市長）殿」欄について

自治体名を次の例にならい記載すること，。

（例）　OO県知事殿、○○市長殿、○○区長殿

第2　公害訪問看護報酬明細書（様式第犬号）については、次により取り扱われたいこと。

1　公害訪問看護報酬明細書の記載に関する一般的事項
　同一の訪問看護の利用者が訪問看護の終了した月に再度訪問看護の利用を開始した場合において

も、1枚の明細書にまとめて記載すること。

2　公害訪問看護報酬明細書（様式第六号）の記載上の注意事項は次のとおりであること。

（1）　　「平成　　年　　月分」欄について

　　　訪問看護の行われた年月を記載すること。

（2）　　「公害医療手帳の記号番号」欄について

　　　公害医療手帳の記号番号を記載すること。

（3）　　「氏名」欄について

　ア　訪問看護を受けた者の氏名を記載すること。

　イ　「1男　2女」欄は、該当する性別を○で囲むこと。
　ウ　「1明　2大　3昭　4平　年生」欄は、該当する元号を○で囲み、生まれた年を記載するこ

　　　　と。

（4）　　「公害医療機関の所在地及び名称」欄について
　　　公害医療機関である訪問看護ステーション等の所在地及び名称を記載すること。

（5）　　「心身の状態」欄について
　　　訪問看叢の利用者の心身の状態を記載するものとし、特にその日常生活活動能力（ADL）

　　の状態、認定疾病との関係が明らかになるよう具体的礁記載すること。
　　　　また、当該月における動脈血酸素分圧または動脈血酸素飽和度のデータを記載すること。

（6）　　「訪問開始年月日」欄についてぬ

　　　　当該訪問看護を開始した年月日を記載すること。

（7）　　「訪問終了年月日時刻」欄について
　　　　当該訪問看護を終了した年月日及び最後に訪問した時刻を記載すること。

（8）　　「実日数」欄について
　　　　当該月における訪問看護を行った日数を記載すること。なお、同一日に2回以上訪問看護を

　　行った場合であっても、1目として記載すること。

（9）　　「訪問終了の状況」欄について



　　　症状の軽快に・より訪問看護を必要としなくなづた場合は「1軽快jの、一介護老入保健施設等

　　に入所した場合はr2施設」の、保険医療機関等に入院した場合は「3医療機関」の・死亡し
　　た場合は「4死亡」のそれぞれの番号を○で囲むこと。また、上記に該当しない場合は「5そ

　　の他」の番号を○で囲み、その内容を括弧内に記載すること。

（10）　　「死亡時刻」欄について
　　　訪問看護ターミナルケア療養に係る費用を算定した場合、死亡年月日及び時刻を記載するこ

　　と。

（11）　　「指示期間」欄について
ア当該訪問看護に係る主治医の交付した最新の訪問看護指示書咋示有効期間を示す年朋を

　　記載すること。
　　　なお、指示年月日の記載がない場合は、指示書の有効期間を交付後1月とみなすこと。

　イ　特別訪問看護指示書の交付を受けた場合は、「（特別指示期間）」欄に特別指示の有効期間を

　　示す年月日を記載すること。
　　　なお、請求を行う月の前月に特別訪問看護指示書の交付を受け、当該請求月においても引き

　　続き当該特別訪問看護指示書に基づく訪問看護を実施した場合にあづては、前月に特別訪問看

　　護指示があった年月日についても「（特別指示期間ン」欄に記載すること。

（12）　　「主治医の属する医療機関の名称」欄について

業欝護に聯騰指示書を李付した医師め所聯保険医療機開等の名称を記載

（13）　　「主治医の氏名」欄について
　　　当該訪問看護に係る訪問看護指示書を交付した医師の氏名を記載するごと。“

（14），　「⑩基本療養」・欄について，

　ア　r⑪」欄についで　　’
　　　保健師｛看護師、理学療法士又は作業療法士が週3旧までの訪問看護を行った場合は・訪問看護療

　　養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法（平成1・8年3月厚生労働省告示第102号。以下「訪

　　問看護告示」という。）別表の1のイの（1γの（一）に掲げるf目当たりの訪問看護基本療養費の額

　　　（特別地域訪問看護加算を算定した場合は、・訪問看護告示別表の1の注6に掲げる加算額を加算した

　　額）及び当該月に訪問看護を行った日数を「円×・旧〕の項に、これらを恥じて得た額脅右側の「円」

　　の項にそれぞれ記載し、週4目以降の訪問看護を行った場合は、行を改あて、・訪問看護告示別表の1

　　のイの（．1）の（二〉に掲げる1目当たσの訪問着穫基本療養費の額く特別地域訪問看護加算を算定

　　した場合は、，訪問看護告示別表の1の注6に掲げる加算額を加算した額）及び当該月において週4日

　　以降の訪問簾を行った日数を「1円×目」の項に・こ柿を乗じ鋸顯を声イ1融』の「円」の項

　　にそれぞれ記載すること。一7

　イ　　r⑫」欄について
　　　准看護師が週3目までの訪問看護を行った場合は、訪問看護告示別表の1のイの（2）の（一）

　　に掲げる1目当たりの訪問看護基本療養費の額（特別地域訪問看護加算を算卒した場合は・訪

　　問看護告示別表の1．の注6に掲げる加算額を加算した額）及び当該月に訪問看穫を行った日数

　　を「　円×　　日」の項に、これらを乗じて得た額を右側の「　円」の項にそれぞれ記載
　　　し、週4目以降の訪問看護を行った場合は、行を改めて、同告示別表の1のイの（2）の（二）

　　　に掲げる1日当たりの訪問看護基本療養費の額（特別地域訪問看護加算を筑定した場合は・同

　　告示別表の1の注6に掲げる加算額を加算した額）及び当護月において週．4目以降の訪問看護

　　　を行った日数を・r』円×・目」’の項1こ護鴻を乗じて得た額を右側り「円」の項に，

　　それぞれ記載すること。

　ウ　「⑬」欄について
　　　末期の悪性腫瘍等の利用者又は特別訪問看護指示書が交付きれた者に対して語必要に応じて1日に

　　2回訪問看護を行った場合は、訪問看護告示別表の1の注4に掲げる難病等複数回訪問加算の額及び

　　当該月において複数回訪問した日数をr円　×　目」の項に、これらを乗じて得た額を右側の「円」

　　の項にそれぞれ記載し、1目3回以上訪問看護を行った場合は、行を改めて同様に記載すること。

　　工　月の途中で、利用者の住所変更等の理由により加算の算定の有無に異動があった場合には、

　　　項目を縦に二分し、それぞれの場合について、算定額、当該月に訪問看護を行った日数および

　　　これらを乗じて得た額を記載すること。



　　オ　同一の訪問看護において複数の者が行った場合は、いずれか1人の者についてのみ1日とし
　　　、て記載すること。

　　カ　「⑭」欄について

　　　　緊急時訪問看護加算を算定した場合は、訪問看護告示別表の1の注7に掲げる緊急時訪問看護

　　加算の額及び当該月において訪問した日数を「　円×　　日」の項に記載し、これらを乗じ

　　　て得た額を右側の「月」の項にそれぞれ記載すること。

　　キ　「①」欄には、基本療養に係る金額の合計を記載すること。

（15）　　「訪問目」欄について

　　ア　基本療養費を算定した場合は、訪問看護を行った目について該当する目付を○で囲むこと。

　　　　ただし、特別訪問看護指示書に基づき訪問三看護を行った場合は、該当する目付を△で囲むこ
　　　と。

　　イ　訪問看護を行った目について、1目に2回以上訪問を行った場合は、その日付を◎で囲むこ
　　　と。

（⑥　　r⑳管理療養」欄1こついて．

　　ア　　「の管理療養費」の項には、月の初日の訪問の場合は、「　円＋　　円×　　日」の項の左

　　　側の「　円＋」の項に訪問着誕告示別表の2のイに掲げる訪問看護管理療養費の額を記載す
　　　ること。　　　　　　　　　　　　　　　　　　、・セレ・

　　イ　’月の2，日目以降の訪問の場合は、・アの記載に加え、「　　円〉◇．　日」の項に訪問看護告示別

　　　表の2のロに掲げる1日当たりの訪問看護管理療養費の額及び訪問した日数から1を引いた日
　　数を記載すること。
　　ウ　右側の「・、　円jの項には、ア及びイにより計算した合計金額を記載すること。

　エ　　「⑳管理療養費の加算」の項には、当該月に算定した、訪問看護告示別表の2の注2に掲げ

　　　る24時間連絡体制加算及び同注3に掲げる重症者管理加算の額の合計を左側の「　円」の
　　　項の1行目に記載し、同注4に掲げる地域連携退院時共同指導加算の額については行を改めて
　　　同様に記載し、加算の内容を次のとおり記載すること。

　　（ア）　24時間連絡体制加算を算定した場合は、r⑳一24」と記載すること。

　　（イ）　重症者管理加算を算定した場合は、「⑳・L重症」と記載すること。・

　　（ウ〕・地域連携退院時共同指導加算を算定した場合は、r⑳一退院」’と記載すること。

（17）一　「⑯情報提供療養」欄について

　　　当該月において、当該訪問看護の利用者の居住する市（区）町村等に対して利用者に関する

　　訪問看護の状況等の情報を提供した場合に、訪問看護告示別表の3に掲げる訪問看護情報提供
　　療養費め額を記載し、r提供した情報の概要」欄にその内容を、r情報提供先の市（区）町村等

　　の名称」欄には、利用者の居住する市（区）町村等の名称をそれぞれ記載すること。
（18）　　「⑯ターミナルケア療養」欄について

　　　訪問看護を前月に行っ．た利用者であって当該月に在宅で死亡した者に対し、その死亡前24

　　時間以内にターミナルケアを行った場合に、・訪問看護告示別表の4に掲げる訪問看護ターミナ

　　ルケア療養費の額を記載し、「死亡時刻」欄に死亡年月日及び時刻も併せて記載すること。
（19）　　「合計」欄について

　ア　　r⑤」欄には、「基本療養」欄の「①」欄の金額、r管理療養」欄の「②」欄の金額、「情報提

　　供療養」欄の「③」欄の金額及び「ターミナルケア療養」欄の「④」欄の金額を合計した額を

　　記載すること。、

　イ　　「⑥」欄には、「⑤」欄の金額にL5を乗じて得られる額を記載すること。

（20）　その他

　　　前述の記載事項を記載するほか、各項目に係る記載の方法、内訳等については、訪問看護記載

　　要領通知別紙の工1の第2の相当する項目の記載要領によること。．




